
下
田
市
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
30
歳
か
ら

75
歳
未
満
の
皆
さ
ま
へ

　
月
に
１
度
、
市
役
所
２
階
会
議

室
に
お
い
て
、
三
島
年
金
事
務
所

の
職
員
が
出
張
年
金
相
談
会
を
開

い
て
い
ま
す
。

　
市
内
で
老
齢
厚
生
年
金
の
手
続

や
、
年
金
額
照
会
等
が
可
能
で
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※

事
前
予
約
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

○令和２年度日程表

相談受付時間
午前　９時 00分～ 11時 30分
午後　13時～ 14時
場所　市役所２階会議室
※6月5日は開国下田みなとで開催予定

　
厚
生
年
金
に
関
す
る
手
続
は
三

島
年
金
事
務
所
に
行
く
か
、
郵
送

す
る
し
か
方
法
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、

出
張
年
金
相
談
は
市
内
で
直
接
年

金
事
務
所
の
職
員
と
や
り
と
り
で

き
る
の
で
安
心
、
便
利
で
す
。

　
年
金
制
度
全
般
に
つ
い
て
の
質

問
や
、
年
金
の
請
求
、
将
来
受
け

取
る
年
金
額
の
照
会
な
ど
、
年
金

に
関
す
る
こ
と
で
あ
れ
ば
ほ
と
ん

ど
の
こ
と
が
出
張
年
金
相
談
で
行

え
ま
す
。

　
特
に
、
老
齢
厚
生
年
金
や
遺
族

年
金
を
請
求
す
る
場
合
な
ど
に
ぜ

ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
ご
予
約
時
、
相
談
内
容
を
お
伺

い
し
ま
す
。

　
そ
の
際
、
相
談
に
沿
っ
た
必
要

書
類
を
お
伝
え
し
ま
す
。

　
戸
籍
謄
本
が
必
用
な
場
合
、
他

市
町
が
本
籍
地
で
す
と
郵
送
請
求

な
ど
で
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
お
早
目
の
予
約
を

お
願
い
し
ま
す
。

予
約
・
問
合
せ
先

市
民
保
健
課
国
保
年
金
係

　
　
　（
窓
口
③
）☎
㉒
３
９
２
２

助
成
対
象
者

　
左
記
の
条
件
を
満
た
す
方
を
対

象
に
、
人
間
ド
ッ
ク
の
費
用
を
一

部
助
成
し
ま
す
。

①
下
田
市
国
民
健
康
保
険
の
被
保

　
険
者
で
あ
る
こ
と
。

②
国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
な

　
い
世
帯
に
属
し
て
い
る
こ
と
。

③
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
す
る
日
に

　
お
い
て
、
年
齢
が
30
歳
以
上
75

　
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。

④
今
年
度
に
人
間
ド
ッ
ク
助
成
事

　
業
の
助
成
を
受
け
て
い
な
い
方

⑤
職
域
等
で
人
間
ド
ッ
ク
と
同
等

　
の
項
目
に
つ
い
て
受
診
す
る
機

　
会
が
な
い
こ
と
。

⑥
人
間
ド
ッ
ク
の
受
診
結
果
を
下

　
田
市
が
行
う
保
健
事
業
に
活
用

　
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
こ
と
。

⑦
同
一
年
度
中
に
特
定
健
診
を
受

　
診
し
て
い
な
い
こ
と
。

助
成
額

　
健
診
費
用
の
７
割
相
当
額
（
そ

の
額
に
１
，
０
０
０
円
未
満
の
端

数
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り

捨
て
る
）

※

た
だ
し
、
上
限
額
は
、
１
人
に

　
つ
き
２
５
，
０
０
０
円

助
成
対
象
の
医
療
機
関

　
県
内
の
医
療
機
関
で
、
要
綱
に

定
め
ら
れ
て
い
る
健
診
項
目
の
内

容
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

※

健
診
項
目
に
つ
い
て
は
、
国
保

　
年
金
係
（
窓
口
③
）
ま
で
お
問

　
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

①
県
内
の
医
療
機
関
に
健
診
の
項

　
目
が
全
て
受
け
ら
れ
る
か
確
認

　
し
て
く
だ
さ
い
。

②
市
民
保
健
課
国
保
年
金
係
（
窓

　
口
③
）
に
受
診
申
請
書
を
提
出

　
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類

　
保
険
証
、
印
鑑

　
申
請
内
容
を
審
査
し
、
助
成
券

を
交
付
し
ま
す
。

※

助
成
券
を
発
行
す
る
の
に
１
週

　
間
は
か
か
り
ま
す
の
で
、
申
請

は
お
早
目
に
お
願
い
し
ま
す
。

③
医
療
機
関
で
人
間
ド
ッ
ク
を
受

　
け
て
く
だ
さ
い
。

◎
手
続
方
法

※

１ 

「
指
定
健
診
機
関
」
で

　
　
　
　
　
　
　
受
診
し
た
場
合

指
定
健
診
機
関

下
田
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
☎
㉕
２
５
２
５

し
ら
は
ま
ク
リ
ニ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　
☎
㉗
３
７
０
０

伊
豆
今
井
浜
病
院

　
　
　
　
　
　
　
☎
34
１
１
２
３

か
と
う
ク
リ
ニ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　
☎
34
２
７
１
７

　
助
成
券
を
提
出
す
る
と
、
あ
ら

か
じ
め
、
健
診
費
用
か
ら
助
成
額

分
を
差
し
引
い
た
金
額
で
の
支
払

い
と
な
り
ま
す
。
手
続
は
以
上
で

終
了
と
な
り
ま
す
。

※

２
「
県
内
の
健
診
機
関
（※

１

　
を
除
く
）」
で
受
診
し
た
場
合

　
健
診
費
用
を
病
院
へ
全
額
支
払

い
し
ま
す
。（
医
療
機
関
へ
の
助
成

券
の
提
出
は
不
要
で
す
。）

④
受
診
日
か
ら
40
日
以
内
に
、
国

　
保
年
金
係
（
窓
口
③
）
に
助
成

　
金
支
給
申
請
書
を
提
出
し
て
く

　
だ
さ
い
（※
２
の
方
が
対
象
）。

　
提
出
後
、
申
請
内
容
を
審
査
し
、

　
助
成
金
を
支
給
し
ま
す
。

必
要
書
類
　
助
成
券
、
健
診
結
果
、

質
問
票
、
領
収
書
、
印
鑑
、
振
込

先
の
わ
か
る
も
の
。

問
合
せ
先

市
民
保
健
課
国
保
年
金
係

　
　
　（
窓
口
③
）☎
㉒
３
９
２
２

三
島
年
金
事
務
所
出
張

年
金
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

年
金
相
談
の
メ
リ
ッ
ト

ご
予
約
は
お
早
め
に

助け合い、支えあう
「年金」って
とっても大事

下
田
市
の

　
総
合
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

　
　
　
　
　
発
行
し
ま
し
た

まだまだあります、下田の魅力
パンフレットは、市観光協会のホームページにアップロード予定です。

星空や街灯が映える下田の夜

　第 81回黒船祭は、新型コロナウイルス感染
症の状況を考慮し、中止となりました。

７月３日（金）
９月４日（金）
11月６日（金）
１月８日（金）
３月５日（金）

６月５日（金）
８月７日（金）
10月９日（金）
12月４日（金）
２月５日（金）

問合せ先　観光交流課観光戦略係　☎㉒3913
市観光協会　　　　　　☎㉒1531

水揚げ量日本一のキンメダイも

開催中止

人
間
ド
ッ
ク
助
成
の
お
し
ら
せ
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